
草津町議会議員 新井祥子 解職投票の告示に伴う請求代表者の「解職請求書」及び 
草津町議会議員 新井祥子 氏の「弁明書」の公表について 

                                                         草津町選挙管理委員会 

委員⾧ 沖 津 照 夫 

 
地方自治法施行令第１０４条第２項により、請求代表者の「解職請求書」、草津町議会議員 新井祥子 氏の「弁明書」を下記のとおり公表いたします。 
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【地方自治法施行令】 

第百四条 普通地方公共団体の選挙管理委員会は、第百条において準用する第九十六条の規定による議会の解散請求書を受理したときは、二十日以内に議会から弁明の要旨(千字以内)その他必要な事項を記載した弁明書を徴さなければならない。 

② 前項の解散請求書に記載した請求の要旨及び同項の弁明書に記載した弁明の要旨は、第百条の二第二項又は地方自治法第八十五条第一項において準用する公職選挙法第百十九条第三項の告示の際併せてこれを告示するとともに、投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、原文のままこれを 
掲示しなければならない。ただし、前項の弁明書の提出がないときは、弁明の要旨については、この限りでない。 

 

 【お問い合わせ先】草津町役場 草津町選挙管理委員会事務局 電話：0279-88-0001 


